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議第５２５９号  朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に

ついて（県決定） 

［議案概要］ 

 本県の都市計画の基本指針である「まちづくり埼玉プラン」の改定や関係法令の改

正、社会経済情勢の変化を踏まえ、コンパクトなまちづくりの更なる推進や、防災・

減災対策の強化、都市内の緑地の保全・活用を促進するため、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針を変更するものです。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 

 

 

議題５２６０号  朝霞都市計画区域区分の変更について（県決定） 

［議案概要］ 

 朝霞市あずま南地区（約１３．５ｈａ）については、土地区画整理事業による計画

的な市街地整備の実施が確実となったことから、市街化区域に編入するものです。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４５ 
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議第５２６１号  朝霞都市計画道路の変更について（県決定） 

［議案概要］ 

３・２・１０号志木和光線の沿道では、新たに土地区画整理事業による土地利用

が予定されており、併せて周辺の道路整備計画にも変更が生じています。 

 これに伴い、本路線と周辺市道との接続計画にも変更が必要となったことから、

不要となった当初の市道取り付け位置において隅切りを削除するため、一部区域の

変更を行うものです。 

 

 [意見書の有無] 

  無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 

 

 

議第５２６２号  上尾都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に

ついて（県決定） 

［議案概要］ 

 本県の都市計画の基本指針である「まちづくり埼玉プラン」の改定や関係法令の改

正、社会経済情勢の変化を踏まえ、コンパクトなまちづくりの更なる推進や、防災・

減災対策の強化、都市内の緑地の保全・活用を促進するため、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針を変更するものです。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 
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議第５２６３号  上尾都市計画区域区分の変更について（県決定） 

［議案概要］ 

 上尾市大谷南部鴨川沿川地区は、河川改修事業により一級河川鴨川の河川区域が変

更されたため、区域区分の境界を変更し市街化区域に編入するものです。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４５ 

 

 

議第５２６４号  秩父都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に

ついて（県決定） 

［議案概要］ 

 本県の都市計画の基本指針である「まちづくり埼玉プラン」の改定や関係法令の改

正、社会経済情勢の変化を踏まえ、コンパクトなまちづくりの更なる推進や、防災・

減災対策の強化、都市内の緑地の保全・活用を促進するため、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針を変更するものです。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 
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議第５２６５号  ときがわ都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変

更について（県決定） 

［議案概要］ 

 本県の都市計画の基本指針である「まちづくり埼玉プラン」の改定や関係法令の改

正、社会経済情勢の変化を踏まえ、コンパクトなまちづくりの更なる推進や、防災・

減災対策の強化、都市内の緑地の保全・活用を促進するため、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針を変更するものです。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 

 

 

議第５２６６号  小鹿野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

について（県決定） 

［議案概要］ 

 本県の都市計画の基本指針である「まちづくり埼玉プラン」の改定や関係法令の改

正、社会経済情勢の変化を踏まえ、コンパクトなまちづくりの更なる推進や、防災・

減災対策の強化、都市内の緑地の保全・活用を促進するため、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針を変更するものです。 

 

［意見書の有無］ 

 無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 都市計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 
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議第５２６７号  羽生都市計画道路の変更について（県決定） 

［議案概要］ 

 ３・３・１号国道１２２号線、３・３・１７号国道１２５号羽生バイパス線及び

３・３・１８号国道１２５号羽生バイパス線は、羽生市内の幹線道路ネットワークを

形成する重要な路線であり、沿線では、物流倉庫や大規模商業施設の開業が相次ぐな

ど、交通需要が高まっています。 

 このため、一部区間の幅員を変更するとともに、交差点形状を変更するものです。   

 併せて、車線数を４及び６に決定するものです。 

 

 [意見書の有無] 

  無 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 

 

 

議第５２６８号  越谷都市計画道路の変更について（県決定） 

［議案概要］ 

 ３・３・３号浦和野田線における一級河川元荒川と重複する区間において、現在の

河川整備計画を踏まえ、河川環境の保全及び、周辺道路へのアクセス性に配慮した道

路整備計画を再検討した結果、一部区間の線形を変更するものです。 

 併せて、車線数を４に決定するものです。 

 

 [意見書の有無] 

  有   

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 
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議第５２６９号  児玉都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地の位置につ

いて 

［議案概要］ 

 産業廃棄物処理施設の敷地の位置が、都市計画上支障が無いかを建築基準法第５１

条ただし書の規定に基づき、埼玉県都市計画審議会に付議するものです。 

 １ 敷地の位置       埼玉県本庄市児玉町宮内字大谷８３８番４ 

 ２ 敷 地 面 積       ９，８４２．０６㎡ 

 ３ 用 途 地 域       無（非線引き都市計画区域） 

 ４ 処 理 施 設       ＜処理施設＞ 

         【一般廃棄物処理施設（既設）】 

          ・ごみ処理施設（破砕施設）１基  

                        処理能力 １２０．００ｔ/日 

         【産業廃棄物処理施設（新設）】 

          ・破砕施設（新設）  １基 

           廃プラスチック類（ＰＳ） 処理能力  ２４．００ｔ/日 

          ・破砕施設（新設）  １基 

           廃プラスチック類（ＰＥ） 処理能力  ４２．６４ｔ/日 

          ・破砕施設（新設）  １基 

           廃プラスチック類（ＰＰ） 処理能力  ２１．６０ｔ/日 

 

［問い合わせ先］ 

都市整備部 建築安全課 建築指導担当 

直通番号 ０４８－８３０－５５１９ 

 

 

議第５２７０号  草加都市計画事業鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理事業の事業計 

         画（第９回変更）に係る意見書について 

［議案概要］ 

 草加都市計画事業鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理事業の事業計画（第９回変更）を

定めるにあたり、事業計画案を令和３年１１月２４日から令和３年１２月７日までの

２週間公衆の縦覧に供したところ、知事あてに５通５名の意見書の提出がありました
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ので、土地区画整理法第５５条第１３項において準用する同条第３項の規定に基づ

き、埼玉県都市計画審議会に付議するものです。 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 市街地整備課 八潮新都市等整備・区画整理担当 

 直通番号 ０４８－８３０－５３８１ 

 


